
令和５年５月２日 

京都市立西賀茂中学校 

保  健  室 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ほけんだより  

ついこの前、４月に新年度が始まったような気がし 

ますが、あれからもう１か月が過ぎました。みなさん、 

新しい環境には慣れたでしょうか？ 

 

５月は暦の上では夏の始まりと言われています。朝晩 

と日中の温度差が大きく、大型連休もあるため、生活リ 

ズムの乱れや体調を崩しやすい時期でもあります。 

なるべく『普段と同じようなリズムで過ごす』『朝食はしっかりとる』『疲れをためない』 

を意識しましょう。そして、ゴールデンウィーク明けに元気な姿を見せてくださいね。 

 

 

 

 

食欲がない、胃がキリキリする、おなかが痛い 

悩みがあったり、落ち込んだり、気分がモヤモヤする時、あなたはど

うしていますか？ 

自分で解決方法を考え、自分なりの方法でモヤモヤを解消できれば

いいですが、いつまでも考えてしまったり、落ち込みから抜け出せな

かったりした時は、自分が話しやすい人や周りの友人や大人に話して

みてはどうでしょうか。 

様々な視点からものごとをとらえることができ、解決の糸口になる

こともありますよ。 



 

 

 

 

 

 

 

●健康診断日程 （ ５ 月 ） 

耳鼻科健診  

５/１０（水） ３年生・２年生前半 

再検尿 

     ５/１６(火) ※該当者のみ実施 

内科・運動器健診 

５/１９（金） ２年生 

歯科健診  

５/２３（火） ２年３～５組   

心電図  

５/２４（水） 1年生のみ 

健康診断の結果、病院受診が必要な場合は学校よりお知らせをお渡しします。用紙を受け取られたら、医療

機関やかかりつけ医に相談するなど早めの受診をお勧めします。 

受診後は、結果を報告書にてお知らせください。すでに受診・治療済であったり、医師の診断を受けておられ

る場合は、その旨を保護者の方がご記入いただき担任までご提出ください。 

 

     下記のような制度があります。詳しく知りたい場合は担任を通じて保健室までお知らせください。 

●相談事業（京都市教育委員会・京都医会主催）※相談医は専門医・京都市学校医会会員  相談費用無料 

・心臓疾患相談事業 

・心臓疾患相談事業（水中心電図） 

・腎臓疾患相談事業 

・アレルギー疾患相談事業（アトピー性皮膚炎・喘息・花粉症・食物アレルギーなど対象） 

・色覚相談事業 

・子どものワンポイント相談事業 

●医療援助 ※こども医療やひとり親医療制度との併用はできませんのでご注意ください。 

対象者：要・準要保護生徒で、学校保健法に定める疾病にかかり、学校で治療の指示を受けたもの 

対象疾病 

・トラコーマ及び結膜炎             ・白癬
はくせん

・疥癬
かいせん

・膿痂疹
のうかしん

                      

・中耳炎                       ・慢性副鼻腔炎及びアデノイド（アレルギー性鼻炎は含まない）    

・う歯（保険診療の対象となる部分のみ）  ・寄生虫病（アタマジラミ、虫卵の保有を含む） 

援助の方法：医療券を学校から交付します。医療券を持って病院に行ってください。 

●準要保護生徒のメガネ購入について➡指定眼鏡店のみでの適用となります。 

・準要保護生徒が、眼の屈折異常矯正のために眼鏡を購入する場合、ある程度の補助があります。 

・眼科で「眼鏡が必要」と言われたら、購入する前にお知らせください。 

（先に購入した場合、補助は受けられません。） 

 


